
11.29-12.8 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定め  

る。 

令和６年１１月２９日 

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也    

新潟市民病院管理規程第１０号 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第２

５号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１８号イ（ア）中ｃを削り、ｄをｃとし、同号イ（イ）ｈ中「フルメタルクラ

ウン」の次に「（チタン以外）」を加え、同号イ（イ）ｉ中「チタン フルメタルクラウ

ン」を「フルメタルクラウン（チタン）」に改め、同条第３０号中「１５０,２００円」

を「１１７,２００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規定は、この規程の施行の日以後の病院の使用に係る使用料及び手数料につ

いて適用し、同日前の病院の使用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例に

よる。 


